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制  定 平成２４年４月２０日 

最終改正 令和 ８年４月 １日 

 

「まちの匠・ぷらす」京町家・木造住宅 耐震・防火改修支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本市に存する木造住宅及び京町家等の耐震改修を促進し、安心安全の

まちづくりに寄与するため、「まちの匠・ぷらす」京町家・木造住宅 耐震・防火改修支

援事業補助金（以下「補助金」という。）の交付等に関し、京都市補助金等の交付等に関

する条例（以下「条例」という。）及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に

定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによるほか、建築基準法及び建築基準法施行令において使用する用語の例による。 

 ⑴ 木造住宅 木造の一戸建て住宅、長屋及び共同住宅（店舗等の用途を兼ねるもので、

店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の２分の１未満のものを含む。）であり、

建築基準法施行令の一部を改正する政令（昭和５５年７月１４日政令第１９６号）の施

行の際（昭和５６年６月１日）、現に存し、又は現に建築、修繕若しくは模様替えの工

事中であった建築物であったもの。ただし、京町家等を除く。 

 ⑵ 京町家等 伝統的軸組構法により建築された木造の一戸建て住宅、長屋及び共同住

宅（店舗等の用途を兼ねるもので、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の２分

の１未満のものを含む。）であって、建築基準法の規定が適用されるに至った際（昭和

２５年１１月２３日）、現に存し、又は現に建築、修繕若しくは模様替えの工事中であ

ったものをいう。 

 ⑶ 耐震診断 別表第１（い）欄に掲げるいずれかの方法により、同表（ろ）欄に掲げる

者が地震に対する木造住宅又は京町家等の安全性を評価することをいう。 

 ⑷ 耐震改修設計 地震に対する木造住宅又は京町家等の安全性の向上を目的として行

う耐震改修工事の実施のために必要な図書を作成することをいう。 

 ⑸ 本格耐震改修 別表第２（い）欄に規定する工事をいい、耐震改修設計を含むことが

できる。 

 ⑹ 簡易耐震改修 別表第３（い）欄に規定する工事のうち、市長が別に定める基準を満

たすものをいう。 

 ⑺ 防火改修 別表第４（い）欄に規定する工事のうち、市長が別に定める基準を満たす

ものをいう。 

 ⑻ 耐震シェルター等設置工事 地震による建築物の倒壊等の被害から木造住宅又は京

町家等の居住者の生命を保護することを目的として、当該木造住宅又は京町家等の内
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部（居住者が日常の大部分を過ごす箇所に限る。）に装置（市長が別に定めるものに限

る。）を設置する工事をいう。 

 ⑼ 補助事業 条例第１２条第１項の規定による決定の通知を受けて行う、当該通知に

係る前４号に規定する工事のことをいう。 

 ⑽ 構造評点 耐震診断の結果を示す指標として、建築物の各階・各方向について、保有

する耐力を必要耐力で除して算出した値の最小値をいう。 

 ⑾ 公的機関 災害対策基本法第２条第３号の指定行政機関及び同条第４号の指定地方

行政機関並びに地方自治法第１条の３第１項の地方公共団体をいう。 

 ⑿ 下請契約 第５号から第８号に規定する工事を他の者から請け負った建設業を営む

者と、他の建設業を営む者との間で当該工事の全部又は一部について締結される請負

契約をいう。 

 ⒀ 元請負人 下請契約における注文者で建設業法第２条第３項に規定する建設業者で

あるものをいう。 

 ⒁ 下請負人 下請契約における請負人をいう。 

 ⒂ 共用通路型の袋路 袋路（その一端のみが道路に接続した道）のうち、その接続する

敷地の数が２以上あるもの。ただし、都市計画区域の指定等により建築基準法第３章の

規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいるものに限る。 

 ⒃ 利子補給制度 独立行政法人住宅金融支援機構による高齢者向け耐震改修融資への

利子補給制度をいう。 

 ⒄ 密集市街地等 京都市密集市街地・細街路における防災まちづくり推進制度実施要

綱第２条第１項に定める密集市街地及び同要綱第１３条第１項の規定による認定を受

けた路地・まち防災まちづくり計画の区域を含む一定のまとまりのある区域（元学区の

範囲を基本とする。）をいう。 

（耐震改修の努力義務） 

第３条 本補助金の交付を受けた者は、当該補助金の対象となる建築物（以下「補助対象建

築物」という。）が、補助事業の実施後も構造評点１．０未満相当である場合にあっては、

耐震化のための追加措置を講じるよう努めなければならない。 

（補助対象建築物）  

第４条 補助対象建築物は、次に掲げる要件を満たすものとする。 

 ⑴ 本市の区域内に存する木造住宅又は京町家等であること。 

 ⑵ 本格耐震改修、簡易耐震改修及び耐震シェルター等設置工事を行う場合は、耐震診断

の結果、構造評点が１．０相当未満であること。 

 ⑶ 現に居住の用に供している建築物又は補助事業の完了後速やかに居住の用に供する

建築物であること。 

 ⑷ 公的機関が所有する建築物でないこと。 

 ⑸ 公的機関から、耐震改修等に関する同種類似の補助金その他の金銭的給付の交付を
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受けていない建築物であること。ただし、本要綱、京都市木造住宅耐震改修計画作成要

綱（平成３０年３月３１日廃止）及び京都市木造住宅耐震改修補助金交付要綱（平成３

１年３月３１日廃止）に基づく補助金（以下、「本要綱等に基づく補助金」という。）を

除く。 

（補助事業者） 

第５条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助事業者」という。）は、次のいずれかに

該当する者で、補助事業を実施する者とする。 

 ⑴ 補助対象建築物の所有者又はその二親等内の親族 

 ⑵ 補助対象建築物の居住者又はその二親等内の親族 

 ⑶ 補助対象建築物に居住する予定の者 

（関係権利者の同意） 

第６条 補助事業者が補助対象建築物の所有者でない場合は、補助事業者は、補助事業の実

施について当該補助対象建築物の所有者の同意を得なければならない。 

２ 補助対象建築物の所有者が複数存在する場合は、補助事業者は、補助事業の実施につい

て所有者全員の同意を得なければならない。 

３ 補助対象建築物に賃借人がある場合にあっては、補助事業者は、補助事業の実施につい

て当該賃借人全員の同意を得る又は当該賃借人に十分に周知したうえで反対の意思を示

す者がいないことを確認しなければならない。 

４ 前各項の同意が得られない特別の事情がある場合において、市長がやむを得ないと認

めるときは、前各項の規定は適用しない。 

（長屋の特例） 

第７条 簡易耐震改修、防火改修又は耐震シェルター等設置工事を行う補助対象建築物が

長屋であって、当該工事の内容、関係権利者の状況及び本要綱等に基づく補助金を過去に

受けた経過等を勘案して市長が適当と認める場合においては、第４条第３号から第５号、

第５条、第６条、第１１条第６項、第１２条並びに第１９条第１号中「建築物」とあるの

は、「住戸」と、「補助対象建築物」とあるのは、「補助金の交付の対象となる住戸」と読

み替えて、第４条第３号から第５号、第５条、第６条、第１１条第６項、第１２条並びに

第１９条１号の規定を適用することができるものとする。 

（工事施工者の要件） 

第８条 補助事業に係る工事請負契約の請負人（下請負人を含む。以下「工事施工者」とい

う。）であって、簡易耐震改修又は防火改修（本格耐震改修に併せて実施する場合を除く。）

を施工する者には、本市の区域内に本店又は主たる事務所を置いている者（個人の事業者

を含む。）を含まなければならない。ただし、やむを得ないと市長が認める場合について

は、この限りでない。 

（補助対象費用） 

第９条 補助金の交付の対象となる費用（以下「補助対象費用」という。）は、第２条第５
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号から第８号に規定する工事に要する費用とする。 

２ 前項の費用のうち消費税及び地方消費税相当額は、補助対象費用に含めることができ

ない。 

（補助事業の要件） 

第１０条 防火地域又は準防火地域に存する建築物の本格耐震改修を実施する場合は、防

火改修工事を併せて実施しなければならない。。ただし、過去１０年以内に本要綱に基づ

く補助金の交付を受けて防火改修工事を実施している場合は、この限りでない。 

２ 本格耐震改修と簡易耐震改修を併せて実施することはできない。ただし、過去に本要綱

等に基づく補助金の交付を受けて、簡易耐震改修に該当する工事を実施した場合におけ

る本格耐震改修はこの限りでない。 

３ 耐震シェルター等設置工事は、本格耐震改修（別表第２（い）欄①又は④の工事に限る。）

と併せて実施することはできない。 

（補助金の額） 

第１１条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号から得た額を合計した

額とする。ただし、各号の規定に基づき算出した補助金の額に１，０００円未満の端数が

あるとき又はその額が１，０００円未満であるときは、その端数又はその全額を交付しな

いものとする。 

 ⑴ 本格耐震改修 次に掲げる額を比較して、最も少ない額 

  ア 補助対象費用の額に１０分の８を乗じて得た額 

  イ 別表第２（ろ）欄に掲げる限度額 

 ⑵ 簡易耐震改修 別表第３（い）欄に掲げる工事種別ごとに、次に掲げる額を比較して、

最も少ない額とする。ただし、工事種別ごとに算出した補助金の額の合計が別表第３

（は）欄に掲げる額を超える場合は、その額とする。 

  ア 工事種別ごとの補助対象費用の額に１０分の８を乗じて得た額 

  イ 工事種別ごとの別表第３（ろ）欄に掲げる限度額 

 ⑶ 防火改修 別表第４（い）欄に掲げる工事種別ごとに、次に掲げる額を比較して、最

も少ない額とする。ただし、工事種別ごとに算出した補助金の額の合計が別表第４（は）

欄に掲げる額を超える場合は、その額とする。 

  ア 工事種別ごとの補助対象費用の額に１０分の８を乗じて得た額 

  イ 工事種別ごとの別表第４（ろ）欄に掲げる限度額。ただし、補助対象建築物が第２

条第１７号に規定する密集市街地等に存する場合は、感震ブレーカー設置工事におけ

る限度額を７０,０００円とすることができる。 

 ⑷ 耐震シェルター等設置工事 次に掲げる額を比較して、最も少ない額 

  ア 補助対象費用の額に１０分の８を乗じて得た額 

  イ ４００，０００円 

２ 補助対象建築物が建物の区分所有等に関する法律の適用を受ける長屋である場合にお
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いては、住戸ごとに前２項の規定を適用して補助金の額を算出することができるものと

する。ただし、全ての住戸の所有者が同じである場合はこの限りでない。 

３ 補助対象建築物が第７条の特例の適用を受ける長屋である場合においては、住戸ごと

に第１項及び第２項の規定を適用して補助金の額を算出することができるものとする。

ただし、その住戸数が５を超える場合における補助金の額は、第１項に規定する補助金の

額に５を乗じ、住戸数で除した額とする。 

４ 補助対象建築物が共用通路型の袋路に接する場合であって、当該袋路に立ち並ぶ他の

建築物と同時期に本格耐震改修（別表第２（い）欄④の工事に限る。）を実施する場合に

あっては、第１項に規定する補助金の額に１棟当たり５０万円を加算することができる。

ただし、当該袋路に接する建築物のうち複数を所有する者が補助事業者となる場合にあ

っては、当該補助事業者が所有する複数の建築物を１棟とみなして加算額を算出する。 

５ 前項の適用を受ける場合、後に実施する本格耐震改修は、先に実施する本格耐震改修が

完了する前に着手するものでなければならない。 

６ 補助対象建築物が、過去１０年以内に本要綱等に基づく補助金の交付を受けている場

合における、補助金の額については、第１項の規定を次の各号に掲げる区分に応じて読み

替えて算出する。ただし、同一の工事種別に該当する工事の取扱いについては、市長が別

に定める。 

⑴  本格耐震改修 別表第２（ろ）欄に掲げる限度額を、当該額から過去に交付を受け

た本要綱等に基づく補助金（防火改修を係る補助金を除く。）の額を減じた額に読み

替える。 

⑵  簡易耐震改修 別表第３（は）欄に掲げる額を、当該額から過去に交付を受けた簡

易改修に該当する工事に係る補助金の額を減じた額に、別表第３（ろ）欄に掲げる限

度額を、当該額から過去に交付を受けた同一の工事種別に該当する工事に係る補助金

の額を減じた額に読み替える。 

⑶  防火改修 別表第４（は）欄に掲げる額を、当該額から、過去に交付を受けた防火

改修に該当する工事に係る補助金の額を減じた額に、別表第４（ろ）欄に掲げる限度

額を、当該額から過去に交付を受けた同一の工事種別に該当する工事に係る補助金の

額を減じた額に読み替える。 

⑷  耐震シェルター等設置工事 ４００，０００円を、４００，０００円から過去に交

付を受けた耐震シェルター設置工事に係る補助金の額を減じた額に読み替える。 

７ 利子補給制度を利用する場合、前各項の規定に基づき算出した補助金（防火改修に係る

補助金を除く。）の額から、当該額の２分の１（ただし、その額が５７５，０００円を超

える場合は５７５，０００円）を減じた額を補助金の額とする。 

（交付の申請） 

第１２条 条例第９条の規定による申請（以下「交付申請」という。）は、市長が別に定め

る期日までに、交付申請書（第１号様式）に、次に掲げる書類を添えて行わなければなら
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ない。ただし、市長が提出の必要がないと認める書類については、この限りでない。 

 ⑴ 付近見取図 

 ⑵ 補助対象建築物の建築時期を確認できる書類 

 ⑶ 申請者が第５条の規定に適合する者であることを証する書類（交付申請書の提出時

において３箇月以内に証明されたものに限る。） 

 ⑷ 補助金額算出書（第２号様式） 

 ⑸ 補助事業に着手する前の状況を示す写真（補助対象建築物の全景写真） 

 ⑹ 補助対象建築物の現状図面（縮尺１００分の１程度） 

 ⑺ 補助対象建築物の改修後図面（縮尺１００分の１程度） 

 ⑻ 本格耐震改修を行う場合は、耐震改修計画書（第３号様式） 

 ⑼ 本格耐震改修を行う場合は、耐震改修後の耐震診断書 

 ⑽ 本格耐震改修を行う場合は、耐震改修計画作成者が所定の講習を修了したこと又は

建築士であることを証する書面（ただし、京都市木造住宅耐震診断士又は京都市京町家

耐震診断士が耐震改修計画作成者である場合を除く。） 

 ⑾ その他市長が必要と認める書類 

２ 耐震改修設計を含む本格耐震改修を行う場合にあっては、前項第５号に掲げる書類に

記載する費用を耐震改修設計に係る費用のみとし、第８号から第１０号に掲げる書類の

添付を省略することができる。 

３ 市長は、交付申請書が提出された日から３０日以内に補助金の交付及び交付予定額を

決定するものとする。ただし、当該期間内に決定ができない合理的な理由があるときは、

同期間を延長することができる。 

４ 市長は、前項の規定により交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに

付した条件を文書により申請者に通知するものとする。 

（補助事業の履行） 

第１３条 補助事業（契約の締結を含む。）は、交付決定の通知を受けた日以後でなければ

着手してはならない。 

２ 補助事業者は、市長が別に定める期日までに、条例第１８条の規定による報告（以下、

「完了実績報告」という。）を行わなければならない。 

３ 本格耐震改修を行う場合で、前項に規定する期日までに補助事業を完了する見込みが

ないときは、補助事業者は、次条第２項の規定による変更承認の申請を行わなければなら

ない。この場合において、市長は、理由及び予算の執行状況を勘案し、やむを得ないと認

めた場合に限り、前項の規定にかかわらず、完了実績報告を行う期日を延長することがで

きる。 

４ 耐震改修設計を含む本格耐震改修を行う場合、補助事業者は、耐震改修設計の完了後、

耐震改修計画書（第３号様式）に記入した改修内容に係る工事に着手する日までに、耐震

改修設計報告書（第４号様式）に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなけれ
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ばならない。 

 ⑴ 補助対象建築物の改修後図面（縮尺１００分の１程度） 

 ⑵ 耐震改修計画書（第３号様式） 

 ⑶ 補助金額算出書（第２号様式） 

 ⑷ 耐震改修後の耐震診断書 

 ⑸ その他市長が必要と認める書類 

５ 市長は、補助事業者から前項の規定による報告書の提出を受けたときは、その内容を審

査し、耐震改修計画が適正と認めるときは、速やかに、工事着手を承認する旨を文書によ

り補助事業者に通知するものとする。 

６ 耐震改修設計を含む本格耐震改修を行う場合、補助事業者は、前項で規定する承認の通

知を受けた後でなければ第４項に規定する工事に着手してはならない。 

（変更又は中止等の承認） 

第１４条 補助事業者は、交付決定後、補助事業の内容を変更しようとするとき又は補助事

業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに市長と変更内容又は中止若しく

は廃止について協議しなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業の内容、経費の配分又は交付申請額を変更しようとするときは、

完了実績報告の前に、前条第３項に規定する期日の変更をしようとするときは、市長が別

に定める期日までに、変更承認申請書（第５号様式）に変更内容に関する書類を添えて、

市長に提出しなければならない。ただし、次に定める軽微な変更の場合はこの限りでない。 

 ⑴ 工事種別ごとの交付予定額に変更を生じない工事内容及び経費の配分の変更 

 ⑵ 工事施工者の変更 

 ⑶ 補助事業者の住所の変更 

 ⑷ 代理人の変更 

 ⑸ その他市長が必要と認めるもの 

３ 補助事業者は、補助対象工事を中止又は廃止しようとするときは、中止・廃止承認申請

書（第６号様式）を提出しなければならない。 

４ 市長は、前２項の規定による申請があった場合において、当該申請を認める場合は、文

書により、その旨を補助事業者に通知するものとする。 

（現場検査） 

第１５条 市長は、補助事業の履行確認に必要な限度において、補助対象建築物に立ち入っ

て検査を行うことができるものとする。 

２ 市長は、検査の結果、工事が適切に行われていないと認める場合は、適切に行われるよ

う補助事業者又は工事施工者に指示することができるものとする。 

（完了実績の報告） 

第１６条 補助事業者は、補助事業の完了後速やかに、実績報告書（第７号様式）に、次の

各号に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。ただし、市長が提出の必要
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がないと認める書類については、この限りでない。当該年度における報告期日は市長が別

に定める。 

 ⑴ 補助事業に係る請負契約書又はこれに代わる書類の写し 

 ⑵ 補助事業に要した費用を支出したことを証する領収書の写し 

 ⑶ 簡易耐震改修又は防火改修を行う場合、下請契約に係る契約書又はこれに代わる書

類の写し（第８条の規定に適合する工事施工者が下請負人のみである場合に限る。） 

 ⑷ 補助事業の着手前、実施中及び完了後の状況を示す写真（工事部位ごとの写真）及び

当該写真の撮影の位置及び方向を記した図面（縮尺１００分の１程度） 

 ⑸ 軽微な変更がある場合は、その内容が確認できる書類 

 ⑹ その他市長が必要と認める書類 

（交付額の決定） 

第１７条 市長は、前条の規定により、実績報告書が提出された日から３０日以内に交付額

の決定をするものとする。ただし、当該期間内に決定ができない合理的な理由があるとき

は、同期間を延長することができる。 

２ 市長は、前項の規定により交付額を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれ

に付した条件を文書により申請者に通知するものとする。 

（請求） 

第１８条 補助事業者は、条例第１９条の規定による交付額の決定の通知を受けた日から

３０日以内に補助金請求書（第８号様式）により補助金の請求を行わなければならない。 

（交付決定の取消し） 

第１９条 市長は、次に掲げるいずれかの事情が生じたときは、補助金の交付の決定の全部

若しくは一部を取り消し、又は交付予定額若しくは交付額を変更することができる。 

 ⑴ 補助対象建築物について建築基準法に違反する事実が明らかとなったとき。 

 ⑵ 補助事業の実施内容が申請内容と異なると市長が認めたとき。 

 ⑶ 補助事業者が第１５条第２項の規定に基づく指示に従わなかったとき又は補助事業

を実施しなかったとき。 

 ⑷ 補助事業者が第１４条第２項に規定する期日までに変更承認申請を行わなかったと

き。 

 ⑸ 補助事業者が第１３条第２項又は第３項に規定する期日までに完了実績報告を行わ

なかったとき。 

 ⑹ 補助事業の完了後速やかに居住の用に供しなかったと市長が認めるとき。 

 ⑺ この要綱に定める補助要件を欠くに至ったとき。 

 ⑻ 第１号から前号までに掲げる場合のほか、補助金を交付することが適当でなくなっ

たと市長が認めたとき。 

（事務委託） 

第２０条 市長は、第１２条第１項に規定する交付申請書の受付及び第１５条第１項に規
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定する検査その他補助金の交付に関する事務を適当と認める者に委託できるものとする。 

（報告の徴収） 

第２１条 市長は、補助事業の実施状況等の確認に必要な限度において、補助事業者又は工

事施工者に対し、報告をさせることができる。 

（補則） 

第２２条 この要綱の施行に関し必要な事項は、都市計画局建築指導部長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月２０日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２４年１０月２２日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日前の事前協議済通知に係る補助対象工事については、なお従前の

例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２５年４月１５日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日前に、この要綱による改正前の第１１条第２項の規定による事前

協議済通知を受けた補助対象工事については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２５年９月２日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日前に、この要綱による改正前の第１１条第２項の規定による事前

協議済通知を受けた補助対象工事については、なお従前の例による。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２６年１１月１７日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日前に、この要綱による改正前の第１１条第２項の規定による事前

協議済通知を受けた補助対象工事については、なお従前の例による。 
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   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２７年４月１３日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２７年１０月２３日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日前に、この要綱による改正前の第１１条第２項の規定による事前

協議済通知を受けた補助対象工事については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２８年４月１１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２９年４月１０日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年４月９日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年７月２３日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年８月１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年６月１日から施行する。 
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   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日前に、改正前の別表第１（い）欄③に掲げる方法により、地震に対

する京町家等の安全性を評価した耐震改修設計に基づき実施する本格耐震改修について

は、別表第２（い）欄に規定する工事種別の判断は、改正前の別表第１（い）欄③に掲げ

る方法によるものとする。この場合においては、第１２条第１項に規定する交付申請の際

に、耐震改修設計に係る契約書を市長に提出するものとする。ただし、京都市木造住宅耐

震診断士等派遣要綱第２９条第１項の規定による耐震改修基本計画作成結果報告書を作

成した者が、書面による契約を交わさずに耐震改修設計を行った場合はこの限りでない。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日前に、この要綱による改正前の第１２条第４項、第１３条第５項及

び第１４条第４項の規定による通知を受けた補助対象工事については、なお従前の例に

よる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年９月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することが

できる。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
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別表第１（第２条第３号関係） 

 （い）耐震診断の方法 （ろ）耐震診断を実施する者の要件 

木
造
住
宅 

① 建築物の耐震改修の促進に関する

法律第４条第２項第３号に掲げる建

築物の耐震診断及び耐震改修の実施

について技術上の指針となるべき事

項（平成１８年１月２５日国土交通

省告示第１８４号の別添をいう。以

下「国指針」という。）の第１第１号

及び第３号に基づく方法 

② 国指針の第１本文ただし書の規定

に基づき国土交通大臣が認めた木造

住宅の耐震診断の方法 

① 建築物の耐震改修の促進に関する法

律施行規則第５条に規定する耐震診断

資格者（木造耐震診断資格者講習（一

般財団法人日本建築防災協会発行「２

０１２年改訂版木造住宅の耐震診断と

補強方法」に基づくものに限る。）を

修了した者に限る。） 

③ 一般社団法人日本建築構造技術者

協会関西支部発行の「伝統的な軸組

構法を主体とした木造住宅・建築物

の耐震性能評価・耐震補強マニュア

ル（第３版）」に基づく限界耐力計

算による耐震診断の方法 

② 建築士法第２条第１項に規定する建

築士 

京
町
家
等 

④ 一般財団法人日本建築防災協会発

行の「木造住宅の耐震診断と補強方

法」に基づく精密診断法（限界耐力

計算による方法に限る。） 

③ 木造住宅（ろ）欄①に規定する者 

⑤ 木造住宅（い）欄③に規定する方

法 

④ 木造住宅（ろ）欄②に規定する者 

備考 

１ 別表第２（い）欄⑥に掲げる工事種別に該当する場合で、耐震改修工事として屋根の

軽量化工事のみを行う場合については、別表第１（い）欄①又は②の手法とすることが

できる。 
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別表第２（第２条第５号、第１１条第１項関係） 

 （い）工事種別 （ろ）限度額 

木
造
住
宅 

① 補助対象建築物の構造評点が耐震診断の結果

１．０未満であり、耐震改修後１．０以上となる

耐震改修工事 

２，０００，０００円／棟 

② 補助対象建築物の構造評点が耐震診断の結果

０．７未満であり、耐震改修後０．７以上１．０

未満となる耐震改修工事 

１，０００，０００円／棟 

③ 補助対象建築物の構造評点が耐震診断の結果

１．０未満であり、耐震改修後の構造評点が従前

よりも向上する耐震改修工事（劣化した部分の修

繕のみを行う箇所に係るものを除く。） 

８００，０００円／棟 

京
町
家
等 

④ 補助対象建築物の構造評点が耐震診断の結果

１．０相当未満であり、耐震改修後１．０相当以

上となる耐震改修工事 

３，０００，０００円／棟 

⑤ 補助対象建築物の構造評点が耐震診断の結果

０．７相当未満であり、耐震改修後０．７相当以

上１．０相当未満となる耐震改修工事 

１，５００，０００円／棟 

⑥ 補助対象建築物の構造評点が耐震診断の結果

１．０未満であり、耐震改修後の構造評点が従前

よりも向上する耐震改修工事（劣化した部分の修

繕のみを行う箇所に係るものを除く。） 

１，０００，０００円／棟 

備考 

１ 耐震診断は、別表第１（い）欄に掲げるいずれかの手法で、同表（ろ）欄に掲げる者

が行うこと。 

２ 京都市木造住宅耐震診断士等派遣要綱第２９条第１項の規定による耐震改修基本計

画作成結果報告書は、耐震改修後の耐震診断書として使用することができない。 

３ 補助対象建築物が建物の区分所有等に関する法律の適用を受ける長屋である場合に

おいては、（ろ）欄中「円／棟」を「円／戸」と読み替えて適用する。 
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別表第３（第２条第６号、第１１条第１項関係） 

 （い）工事種別 （ろ）限度額 （は）限度額 

木
造
住
宅 

① 屋根を軽量化する工事、又

は、建築物の屋根構面の水平

構面を構造用合板等の設置に

より強化する工事 

２００，０００円／棟 

４００，０００円／棟 

② 建築物の２階の床組若しく

は小屋組を構造用合板等の設

置により強化する工事 

５０，０００円／棟 

③ 土台・柱・筋交い・梁など

（既存の部材に限る。）の端

部を金物で緊結する工事 

５０，０００円／棟 

④ 根継ぎ等により、土台又は

柱等の劣化、蟻害を修繕する

工事、又は、有筋の基礎を増

設する工事 

１００，０００円／棟 

京
町
家
等 

⑤ 屋根を軽量化する工事、又

は、建築物の屋根構面の水平

構面を構造用合板等の設置に

より強化する工事 

３００，０００円／棟 

６００，０００円／棟 

⑥ 建築物の２階の床組若しく

は小屋組を構造用合板等の設

置により強化し、又は杉板等

により補修する工事 

１００，０００円／棟 

⑦ 土壁を修繕する工事 １００，０００円／棟 

⑧ 土台又は柱等の劣化、蟻害

を修繕する工事、礎石等の基

礎を補修する工事、又は、柱

脚部に足固め、根がらみを設

置する工事 

１００，０００円／棟 

備考 

１ 屋根の軽量化とは、屋根を葺き替える工事であって、非常に重い屋根（土葺瓦）から

重い屋根（桟瓦葺等）若しくは軽い屋根（金属板等）に葺き替えるもの又は重い屋根（桟

瓦葺等）から軽い屋根（金属板等）に葺き替える工事をいう。 

２ 補助対象建築物が建物の区分所有等に関する法律の適用を受ける長屋である場合に

おいては、（ろ）欄及び（は）欄中「円／棟」を「円／戸」と読み替えて適用する。 

３ 補助対象建築物が第７条の特例の適用を受ける長屋である場合においては、（ろ）欄

及び（は）欄中「円／棟」を「円／戸」と読み替えて適用する。ただし、その住戸数が

５を超える場合における補助金の額は、（ろ）欄及び（は）欄に規定する補助金の額に

５を乗じ、住戸数で除した額とする。 
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別表第４（第２条第７号、第１１条第１項関係） 

（い）工事種別 （ろ）限度額 （は）限度額 

木
造
住
宅 

① 軒裏の防火改修工事 ２００，０００円／棟 

４００，０００円／棟 

② 開口部の防火改修工事 １５，０００円／㎡ 

③ 長屋の界壁の防火改修工事 ２００，０００円／棟 

④ 外壁の防火改修工事 ２００，０００円／棟 

⑤ 感震ブレーカーの設置工事 ５０，０００円／棟 

⑥ 木製防火雨戸の設置工事 ５０，０００円／㎡ 

京
町
家
等 

⑦ 軒裏の防火改修工事 ２００，０００円／棟 

６００，０００円／棟 

⑧ 開口部の防火改修工事 １５，０００円／㎡ 

⑨ 長屋の界壁の防火改修工事 ２００，０００円／棟 

⑩ 外壁の防火改修工事 ２００，０００円／棟 

⑪ 感震ブレーカーの設置工事 ５０，０００円／棟 

⑫ 木製防火雨戸の設置工事 ５０，０００円／㎡ 

備考 

１ 補助対象建築物が建物の区分所有等に関する法律の適用を受ける長屋である場合に

おいては、（ろ）欄及び（は）欄中「円／棟」を「円／戸」と読み替えて適用する。 

２ 補助対象建築物が第７条の特例の適用を受ける長屋である場合においては、（ろ）欄

及び（は）欄中「円／棟」を「円／戸」と読み替えて適用する。ただし、その住戸数が

５を超える場合における補助金の額は、（ろ）欄及び（は）欄に規定する補助金の額に

５を乗じ、住戸数で除した額とする。 

３ 補助対象建築物が第２条第１７号に規定する密集市街地等に存する場合に、感震ブ

レーカーの設置工事を行う場合にあっては（ろ）欄中「５０,０００円／棟」を「７０,

０００円／棟」と読み替えて適用することができる。 

 


